
○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
（平成30年３月13日厚労告57号）

都道府県は、2025年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の入所
定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員（略）の合計数が占める割合につい
ては、５０％以上（そのうち地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設
の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員の合計数が占める割合につ
いては、７０％以上）とすることを目標として定めるよう努めるものとする。

平成１８年 １４．８％

平成２０年 ２１．２％

平成２２年 ２５．４％

平成２４年 ３２．３％

平成２６年 ３７．３％

平成２８年 ４１．７％

平成２９年 ４３．６％

＜介護老人福祉施設の個室ユニット化率（定員数）の推移＞

※ なお、居室については、基準上、個室が原則となっているが、「参酌すべき基準」となっており、地方自治体が十分参酌し
た結果としてであれば、地域の実情に応じて、条例において異なる内容を定めることができる。

出典：厚生労働省｢介護サービス施設・事業所調査」

ユニット型個室の整備の方針について

（注）便宜上、「平成37年度」との記載を「2025年度」に修正

資料1 ： ユニット型個室の整備の方針について
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